
 

 

 

 

 

 

紫波町中小企業者物価高騰対策緊急支援金について 
商工会では、エネルギー価格や物価高騰が重なり事業者への負担が大きく生じていることから町内

中小企業を対象とし、支援金を支給しています。申請締め切りが９月２９日までとしておりましたが、

１０月３１日までに延長しましたので、まだ申請されていない方は手続きをお願いいたします。 

・申請対象者  

町内に本店登記所在地がある、もしくは町内を納税地としている中小企業者 

・支給額  法人：10万円  個人事業主：３万円   

・必要書類 

① 様式１申請書兼請求書 

② 別紙１誓約書 

③ 直近の確定申告書の写し 

（法人）直近の法人税確定申告書別表１の写し 

（個人）直近の所得税確定申告書第一表の写し 

※税務署の収受印のあるもの、もしくは e-Tax 受信通知を添付 

④振込先口座の通帳の写し（通帳表面及び見開きページ） 

・受付期間 １０月３１日（火）※必着 

・申請、問合せ先 紫波町商工会 TEL 019-672-2244（平日９時～１７時） 

 

 

中小企業者等事業継続緊急支援金について 
 県では、新型コロナウイルス感染症の経済への影響が終息していない中、エネルギー類の価格高騰

や円安等により、大きな影響を受けている中小企業者等に対して、エネルギー類に係る経費の一部

を支援することで事業の継続を図っていただくことを目的に支援金を支給いたします。 

・対象者および支給金額 

対象者：県内に本店所在地（個人の場合は住所）がある中小企業者等 

支給額：法人等 １５万円   個人事業者 ７．５万円 

・支給要件 

令和５年４月から令和５年９月までの期間のうち、いずれか一月の売上が過去４年間の中の任意の

年の同月と比較して20％以上減少しているとともに、売上が減少した同月に、事業のために支払っ

たエネルギーの単価が前々年同月の単価と比較して増加している者であること等 

・申請期間  令和５年８月７日（月）～令和５年１１月３０日（木）※消印有効 

・申請先   紫波町商工会（本店もしくは納税地が所在している自治体の商工団体） 

 

（※上記両支援金とも紫波町商工会ホームページ、商工会アプリに募集要項、申請様式を掲載

しておりますのでご確認ください） 

  紫波町商工会ホームページ URL https://www.shokokai.com/shiwa/   
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「行政書士 暮らしと事業の無料相談会」について 
この度、岩手県行政書士会では「暮らしや事業」についてのお悩みや心配ごと等の解消のため、

下記の通り個別の無料相談会を実施いたします。申込先は商工会ではございませんので、ご注意く

ださい。この機会にぜひ、ご参加をご検討ください。 

記 

  １．日 時 ・・・令和５年１０月１７日（火） １３：３０～１６：３０ 

  ２．会 場 ・・・紫波町商工会館 ２階研修室 

  ３．相談内容 ・・・①建設業、産廃業、運送業など官公署への許認可手続きに関すること 

            ②農地転用ほか農地法の各種手続きに関すること 

            ③相続、遺言、契約書、内容証明等に関すること 

            ④法人設立に関すること 

            ⑤自動車登録、車庫証明などの手続きに関すること 

            ⑥遺言書原案の作成、遺言作成に関すること 

            ⑦在留資格関係等の外国人関係手続きに関すること 

            ⑧その他、身近な行政手続きに関するお悩み、疑問等の相談に応じます 

４．申 込 先 ・・・岩手県行政書士会（問合せ先）電話 019-623-1555 

  ５．そ の 他 ・・・相談員は岩手県行政書士会紫波支部会員が個別に担当いたします。 

             新型コロナウイルスの感染状況により中止になる場合がございます。 

            岩手県行政書士会のホームページに掲載いたしますので、ご確認ください。 

            ホームページ URL  https://iwate-gyosei.jp/ 

 

マル経融資制度のご案内 

商工会では商工会員の皆様にマル経融資（小規模事業者経営改善資金）の斡旋を行っています。 

この融資制度は商工会議所や商工会などの経営指導を受けている小規模事業者の商工業者が、経営

改善に必要な資金を無担保・無保証人で利用できる制度です。借り入れをご検討している方はお気軽

に相談ください。 

 

＜融資限度額＞ ２，０００万円  

＜ 返済期間 ＞ 運転資金７年以内 

設備資金１０年以内 

＜対  象  者＞ 商工会、商工会議所又は都道府県商工会連合会の実施する経営指導を受けている小 

規模事業者（商工業者に限る。）であって、商工会、商工会議所等の長の推薦を受け 

た方。 

＜ 利   率 ＞ 1.25％（令和５年９月１日現在）  

（ 担当：菅原、目黒） 


